


物 価 高 騰 支 援 対 策

「令和５年第４回市議会臨時会補正」

■対 策 総 額 6億9,463万円

➢地方創生臨時交付金 5億8,858万円

➢財政調整基金繰入金 1億 605万円

ｰ１ｰ

1 子育て世帯への物価高騰対策給付金の支給 6億6,000万円

食料品などの物価高騰の影響を受けている子育て世帯への支援として，

18歳以下の児童がいる全ての子育て世帯に対し，児童１人あたり 2万円を支給

対象児童数 約 30,000 人

2 社会福祉施設等への食材料費高騰に対する支援 1,920万円

食料品などの物価高騰の影響を受けている施設の負担軽減を図るため，

北海道の制度の対象とならない社会福祉施設等に給付金を支給

3 肥料および飼料の価格高騰に対する支援 598万円

肥料および飼料価格高騰の影響を受けている農業，酪農・畜産業経営に対し，

肥料および飼料購入費を助成

4 ＬＰガス利用者への価格高騰に対する支援 945万円

ＬＰガス料金上昇の影響を受けている利用者の負担軽減を図るため，

北海道の制度の対象とならない工業用利用者に対し，販売事業者を通じた支援を実施



１ 子育て世帯への物価高騰対策給付金の支給

（１）趣旨・目的

食料品などの物価高騰の影響を受けている子育て世帯への支援として，全ての子育て世帯に

対し，物価高騰対策給付金を支給する。

物価高騰支援対策 令和5年第4回市議会臨時会補正
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（２）事業内容

（３）所 要 額 1,920万円

【対象児童数 約30,000人】

（３）所 要 額 6億6,000万円

【約7,700人】

２ 社会福祉施設等への食材料費高騰に対する支援

（１）趣旨・目的

食料品などの価格高騰の影響を受けている施設の負担軽減を図るため，北海道の制度の対象と

ならない社会福祉施設等に給付金を支給する。

（２）事業内容

▶ 対 象 者：令和5(2023)年12月31日に本市に住民登録があり，対象児童を養育する者

▶ 対 象 児 童：平成17(2005)年4月2日から令和6(2024)年4月1日までに出生した児童

▶ 支 給 額：児童１人あたり ２万円

▶ 申 請 受 付：本市からの給付金（国制度給付金および子育て世帯物価高騰緊急給付金）の
受給者は，申請不要（令和6(2024)年3月上旬以降事前通知書送付予定）

▶ 支 給 時 期：令和６(2024)年3月下旬以降支給予定

▶ 対 象 施 設：有料老人ホーム，サービス付高齢者向け住宅，生活支援ハウス

※食事を提供している施設に限る

※介護･障害福祉施設(入所など)については，北海道が支援実施

▶ 支 給 額：定員１人あたり 6,400円

▶ 支 給 時 期：令和６(2024)年2月中旬以降支給予定



３ 肥料および飼料の価格高騰に対する支援

（１）趣旨・目的

肥料および飼料価格高騰の影響を受けている農業，酪農・畜産業経営に対し，肥料および

飼料購入費を助成する。 《令和5年6月臨時会補正に引き続き実施》

物価高騰支援対策 令和5年第4回市議会臨時会補正
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（２）事業内容

（３）所 要 額 945万円

（３）所 要 額 598万円 ［肥料:251万円 飼料：347万円］

【約7,700人】

４ ＬＰガス利用者への価格高騰に対する支援

（１）趣旨・目的

ＬＰガス料金上昇の影響を受けている利用者の負担軽減を図るため，北海道の制度の対象とならない

工業用利用者に対し，販売事業者を通じた支援を実施する。 《令和5年6月臨時会補正に引き続き実施》

（２）事業内容

▶ 対 象 者：工業用利用者へＬＰガスを供給する販売事業者

▶ 支 援 内 容：ＬＰガス販売事業者が工業用利用者に対し請求したＬＰガス料金のうち，

１契約あたり１０万円を上限に支援

(ア) 肥料価格高騰支援

▶ 対 象 者：令和５(2023)年6月から12月に化学肥料を合計１トン以上購入し，令和６(2024)

年5月末までに納品を受ける，市内に住所を有する農業を営む個人または法人等

▶ 交 付 単 価：化学肥料 １トンあたり 3,125円(上限)

(イ) 飼料価格高騰支援

▶ 対 象 者：市内で乳用牛・肉用牛を飼育し，市内に住所を有する酪農業・畜産業を営む者

▶ 交 付 単 価：乳用牛・肉用牛 １頭あたり 6,800円


